
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 高齢者の健康・生きがいづくり 

 

指標名及び指標の説明 計画策定時 

の現況 

現況 

（最新） 

2020(R2)年度、2025(R7)年度の目標値 現状の評価 
令和３年度以降の取組み 

2020年度 2025年度 目標値の考え方 達成見通 施策の進捗状況（実績）、課題等 

１ 健康寿命を延ばすための若いときからの健康づくり 

健康寿命 

（日常生活に制限のない期

間の平均） 

男性 72.58歳 

女性 75.77歳 

（2016(H28)） 

同 左 
男性 73.40歳 

女性 76.55歳 

男性 74.21歳 

女性 77.32歳 

健康寿命日本一の都道府県

の健康寿命を１歳上回ること

を目指す。 

 ・ 2016(H28)年の本県の健康寿命は、男性が

72.58 歳、女性が 75.77 歳となり、前回の

2013(H25)年と比べ、男性では 1.63歳、女

性では 1.01 歳と順調に延伸していること

から、「達成可能」と判断 
 

本県の健康寿命の推移 

 2013(H25) 2016(H28) 

男性 31位(70.95歳) 8位(72.58歳) 

女性 14位(74.76歳) 4位(75.77歳) 

  

・ 健康づくりの無関心層をターゲット

に県全体で健康づくりに取り組む機運

醸成とともに、「日常生活の中で」「楽

しみながら」「継続」することをテーマ

にウォーキング等の運動習慣定着や、

減塩や野菜摂取等の食生活の改善に向

けた取組みを推進する。（県全域にわた

る広域的なポピュレーションアプロー

チ） 

80 歳で自分の歯を 20 本

以上有する者割合 

44.9% 

（2017(H29)） 
同 左 

48.0% 53.1% ・ 健康増進計画及び県民歯

と口の健康プランにおい

て、それぞれ国の指標に基

づき、県の目標値を 50％

（2022(R4)年度）に設定し

ている。 

・ 現況の 44.9％（2017(H29)

年度）、目標値の 50％

（2022(R4)年度）から、毎年

1.02 増加すると推定して、

2020(R2)年度と 2025(R7)年

度の目標値を設定した。 

 ・ 成人・高齢期における進行した歯周炎を

有する者は増加しており、全国平均と比べ

て高い 

・ 前回の調査結果（2011(H23)：45.5%）か

ら割合が低下しており、さらなる取組みが

必要であることから、「要努力」と判断 

・ 歯周病の進行は歯の喪失につなが

り、口腔機能の維持にも歯周病対策が

重要であることから、成人期を対象と

した歯周病・口腔機能のスクリーニン

グ事業を実施し、歯周病の早期発見早

期治療を推進する。 

・ 歯科保健医療対策会議に設置する歯

科口腔保健推進検討部会において、引

き続き歯周病予防、口腔機能維持向上

を重点的に検討する。 

要支援・要介護認定を受

けていない高齢者（65～

74歳）の割合 

96.2％ 

（2016(H28)） 
96.1% 

（2019(R1)） 

96.2% 96.1% 高齢者の長寿命化等によ

り、要支援・要介護認定を受け

ていない高齢者の割合は低下

すると見込まれるが、今後の

介護予防の推進等により、減

少幅を過去５年間（2011(H23)

年 度 →2016(H28) 年 度 実 績

（0.1 ポイント減））の半分

 ・ 本県の介護を必要としない高齢者（65～

74歳）の割合は、全国平均（95.8%）よりも

やや高く、現状は横ばいで推移しているこ

とから、「達成可能」と判断 

 

・ 健康寿命日本一を目指した取組みを通

じた健康づくり・社会参加の促進、介護

予防事業に取り組む市町村等への支援等

を一層推進する。 

・ また、eスポーツの体験イベントの開催

や、高齢者向けゲームの開発等により、

現在参加が少ない男性高齢者の「通いの

富山県高齢者保健福祉計画・第７期富山県介護保険事業支援計画の進捗状況について 

【達成見通し】 

Ａ 達成 目標を達成している 

Ｂ 達成可能 概ね順調に推移しており、目標年度(2020年)には達成が可能と見込まれる（現況の値が 2020年でない場合） 

目標未達成であるが、2025年までには達成が可能と見込まれる 

Ｃ 要努力 課題があり、目標を達成するには、より一層の施策の推進が必要（現況の値が 2020年でない場合） 

目標は未達成であり、2025年までに目標を達成するには、より一層の施策の推進が必要 

Ｄ 達成困難 現状において、達成が困難であり、さらなる重点的な施策の推進が必要 
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１ 

（0.05 ポイント）以内の減少

幅とする。 

→ （2020(R2)年度までの４

年間に換算） 

2020(R2)年度目標値＝96.2-

0.05×4/5≒96.2% 

→ （2025(R7)年度までの９

年間に換算）2025(R7)年度目

標値=96.2-0.05×9/5≒96.1% 

場」への参加や、社会参加を一層促進す

る。 

２ エイジレス社会（生涯現役社会）への取組みの推進 

65 歳～74 歳の高齢者就

業率 

38.70％ 

（2015(Ｈ

27)） 

同 左 

※次回の国勢

調査は 

2020年度 

42.10% 42.10％ 

以上 

国勢調査において、本県では、 

2005(H17)年度→2010(H22)年

度の5年で、▲0.3% 

2010(H22)年度→2015(H27)年

度の5年で＋17.9% 

2005(H17)年度→2015(H27)年

度の10年で、＋17.5% 

上記のように、経済状況の影響

が大きいと見込まれることから、

2015(H27)年度実績値に過去 10

年間の伸び率（17.5%）の1/2を

乗じて、５年後の目標値42.1%と

し、2025(R7)年度は「42.1%以上」

を目指す。 

 ・ 社会経済情勢により左右される面が大き

いが、国や県の雇用施策の推進によりさら

なる就業率の上昇が見込まれることから、

「達成可能」と判断 

・ 専門的知識や技術を有する高齢者の

再就職を支援するため、とやまシニア

専門人材バンクの広報普及、利用促進

に努め、登録者の更なる増加を図る。 

とやまシニア専門人材バ

ンクの就職件数 

490人 

（2017(Ｈ

28)） 

581人 

（2019（R1）） 

530人 562人 2015(H27) 年 度 ： 480 人

→2016(H28)年度：490 人の伸

び率（2%）を勘案し、2021(R3)

年度までは毎年 2%ずつの上昇

を目指すが、定年延長や再任

用の進展により、退職シニア

人材の総数の減少が予想され

るため、2021(R3)年度以降は

毎年 1%程度の伸びを目指す。 

 ・ シニア専門人材バンクの登録者数、就職

件数は年々着実に増加していることから、

「達成可能」と判断 

・ 引き続き、富山労働局や県内各ハロ

ーワークとの連携のもと、出張相談会

の開催等を通じ、専門的知識・技術を

有する高齢者の就業と県内企業の人材

確保を支援する。 

地域社会における高齢者

等の活動件数 

（とやまシニアタレントバ

ンク・とやま語り部バンク

等の登録者（団体）の活動

件数） 

5,640件 

(2016(H28)) 
5,527件 

（2019（R1)) 

5,950件 6,300件 高齢者の地域活動への参加

を促進し、今後も、過去５年間

での増加件数と同程度の元気

な高齢者の活動の増加を目指

す 

 

・ 高齢者の健康づくりや教養・趣味等の生

きがいづくりのための活動に対して支援

するほか、「エイジレス社会リーダー養成

塾」の開講や、地域で活躍する高齢者の紹

介や相談窓口を記載した「アクティブシニ

アガイドブック」の配布により、地域社会

における高齢者の社会参加を促進した。 

・ 2018(H30)年度には、シニアタレントが 14

名増加したほか、活動件数も増加したこと

から、「達成可能」と判断 

・ 今後も、「エイジレス社会リーダー養成

塾」による地域社会の担い手となる人材

を養成やシニアタレントの募集、活用促

進を幅広く呼びかけ、高齢者の地域活動

への参加を促す。 
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第２節 介護サービスの充実と地域包括ケアシステムの深化・推進 

指標名及び指標の説明 計画策定時 

の現況 

現況 

（最新） 

2020(R2)年度、2025(R7)年度の目標値 現状の評価 
令和 2年度以降の取組み 

2020年度 2025年度 目標値の考え方 達成見通 施策の進捗状況（実績）、課題等 

１ 市町村の自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取組みの推進 

 １－１ 地域ケア会議の推進と生活支援・介護予防サービスの充実 

県が行う地域分析の結果

を共有するための保険者

意見交換会等の実施回数 

（地域包括ケア「見える化シス

テム」等を活用した要介護認定

率・介護給付費等の分析結果や、

これにより把握した地域課題等

の情報を共有するための保険者

意見交換会等を実施した回数） 

２回 

（2017(Ｈ29)） 
２回 

（2020(R2)） 

 

３回 ３回 年度の当初、中間、年度末に

意見交換会を実施する。 

 ・ 令和２年度については、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、第１回目に開

催していた「見える化」システムの操作研

修をオンラインに変更 

・ 令和２年９月２日に、保険者を対象とし

た地域分析等支援研修会を開催 

・ シンクタンクから講師を招聘し、第８期

計画策定にあたり盛り込まなければなら

ない必要事項を説明したほか、保険料算

定のためのシステム演習を実施 

・ 他に、計画策定のための保険者ヒアリン

グを年２回実施 

・ 今後も継続して当該研修及び意見交換

会を実施する予定であり、「達成可能」と

判断 

・ 令和３年度以降も、年３回を基本に

継続して実施 

 

保険者による地域分析等

を支援するための研修実

施回数 

（市町村（保険者）が行う地域

包括ケア「見える化システム」

等のデータによる地域課題の

分析、自立支援・重度化防止等

の取組内容及び目標の介護保

険事業計画への記載、目標の

達成状況についての公表・報

告などの取組みを支援する研

修会を実施した回数） 

２回 

（2017(Ｈ29)） 

３回 ３回 年度の当初、中間、年度末に

意見交換会を実施する。 

自立支援・介護予防を目

的とした地域ケア個別会

議に関する研修会等の延

べ受講者数 

109人 

（2016(H28)） 
584人 

（2020(R2)） 

310人 560人 ・ 受講者数は累計 

・ 県主催の研修会を開催 

・ 県内市町村・地域包括支援

センター等からの参加を想定

し、50人/年を目標とする。 

 ・市町村、地域包括支援センター職員を対象

に、自立支援・介護予防を目的とした地域

ケア会議に関する研修会を開催。 

・さらに、リハビリ専門職の地域ケア個別会議

参画のための研修会を開催。 

 

・ 引き続き各市町村における自立支

援・介護予防のための地域ケア個別会

議の着実な実施等を支援するため、研

修会や意見交換会を行う。 

介護予防を目的とした研

修会等の延べ受講者数 

（市町村が行う住民主体の通

いの場を含めた介護予防事業

等を効果的に実施するために

必要な知識・技術などを取得す

るための研修の受講者数） 

217人 

(2016(H28)) 
758人 

(2020(R2))  

420人 670人 ・ 受講者数は累計 

・ 県主催の研修会を開催 

・ 県内市町村・地域包括支援

センター等からの参加を想定

し、50人/年を目標とする。 

 ・ 市町村及び地域包括支援センター職員

及びリハビリ専門職を対象に、リハビリ

専門職等と連携した介護予防事業に関す

る研修会を開催。 

・さらに、リハビリ専門職の介護予防事業参

画のための研修会を開催。 

 

・ 引き続き、各市町村における介護予防に関

する取組みの課題を把握し、市町村・地域包

括支援センター及びリハビリ専門職等を対

象とした研修会や意見交換会の開催により

支援を行う。 

生活支援コーディネータ

ー養成及び生活支援体制

整備に関連する研修会等

の受講者数 

403人 

（2016(H28)） 
914人 

(2020(R2)） 

680 人 1,040人 ・ 養成数、研修受講者は累計 

・ 養成研修は市町村職員の異

動等を考慮し 20 名/年程度、

関連研修等は 50 名/年程度を

目指す。 

 ・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴い、令和２年度の養成研修は中止し

たが、市町村職員等向けのセミナーやフ

ォローアップ研修を開催するなど、市町

村への積極的な支援に取り組んだ、 

・ 引き続き生活支援コーディネーター

の養成を行うとともに、フォローアッ

プ研修や、意見交換会を開催する等生

活支援体制整備の推進を支援する。 

リハビリ専門職等が地域

ケア会議等に出席した回

数 

133回 

(2016(H28)) 
247回 

（2021（R2)1

200回 400回 ・ 年間の出席回数 

・ 2020(R2)年度までは現状の

2倍を目指す。 

・ 2025(R7)年度まではさらに

 ・ 各市町村で自立支援・介護予防のための

地域ケア個別会議等の取組みが進んでい

るとともに、2018(H30)年度に新たに整備

・ 引き続き、市町村へのリハビリ専門

職派遣体制の進捗状況や課題等を把握

しながら、自立支援、介護予防に向け
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月末)  その 2倍を目指す。 した「地域リハビリテーション地域包括

ケアサポートセンター」及び「協力機関」

による市町村等への専門職派遣体制の活

用により、リハビリ専門職等の参加回数

が増加していることから、「達成」と判断。 

た取組みを推進する。 

ケアネット活動の取組み

地区数 

259地区 

(2016(H28)) 
266地区 

（2019（R1)) 

292地区 306地区 全ての地区社会福祉協議会

（旧小学校区）での実施を目指

す。 

 
・ 県の補助制度の拡充により、中核市での

取組みが進んできたが、近年は取組み地

区数の増加が鈍化している。 

・ 県社協を通じて市町村社協、地区社協へ

とケアネット活動の普及について働きか

ける必要があるため、「要努力」と判断 

 

・ 市町村社協や地区社協によってケア

ネット活動に対する理解や取組みに差

があることから、市町村社協担当職員

研修会の開催やアドバイザーの派遣等

により職員の資質向上やノウハウの蓄

積を図っていく。 

・ ケアネットチームの書類作成等の負

担軽減に取り組む。 

市町村向けインセンティ

ブ交付金評価指標の分野

別県平均 

（県内市町村におけるイン

センティブ交付金評価指標

の達成状況について、分野ご

とに算出した県平均値） 

― 全国平均を 

上回る達成 

状況 
（2020（R2)) 

全国平均を

上回る達成

状況 

全国平均を

上回る達成

状況 

各市町村における高齢者の自

立支援、重度化防止等の取組み

を促進することにより、全国平

均を上回る達成状況を目指す。 

 

・ 令和２年度の県内市町村の保険者機能

強化推進交付金・保険者努力支援交付金

の達成状況については、県全体の平均点

は 1,685 点と全国平均の 1,275 点を大き

く上回っていることから、「達成」と判断 

・ 引き続き、全国平均を上回る状況となる

よう、保険者支援に取り組む。 

要介護認定等基準時間の

変化 

（県内の要介護認定者の一

定期間における要介護認定

等基準時間の変化率） 

― 【軽度】 

全国平均を下回

る増加率 

【重度】 

全国平均を上回

る増加率 

（2019(R1)) 

全国平均を

下回る 

増加率 

全国平均を

下回る 

増加率 

高齢者の長寿命化等により、

要介護認定者の一定期間におけ

る要介護認定等基準時間は増加

すると見込まれるが、今後の介

護予防の推進等により、全国平

均を下回る増加率を目指す。 

 

・ 要介護認定等基準時間の増加率は、軽度

（要介護 1,2）については、全国平均を下

回っており、目標を達成しているが、重度

（要介護 3～5）は全国平均を上回ってお

り、今後、介護予防・重度化防止の取組み

等を進めていく必要があることから「要努

力」と判断 

 

・ 2018(H30)年度に新たに整備した地

域リハビリテーション地域包括ケアサ

ポートセンター等による市町村等への

リハビリ専門職派遣体制の活用などに

より、重度化防止の取組みを進めると

ともに、認定調査員研修や認定審査会

委員研修等の開催を通じ、保険者によ

る適切な要介護認定の実施を支援す

る。 

 

 

要介護認定の変化 

（県内の要介護認定者の一

定期間における要介護認定

の変化率） 

― 【軽度】 

全国平均を下回

る上昇率 

【重度】 

全国平均を上回

る上昇率 

（2019（R1))  

全国平均を

下回る 

上昇率 

全国平均を

下回る 

上昇率 

高齢者の長寿命化等により、

要介護認定者の一定期間におけ

る要介護認定（要介護度）は上

昇すると見込まれるが、今後の

介護予防の推進等により、全国

平均を下回る上昇率を目指す。 

 

・ 要介護認定（要介護度）の上昇は、軽度

（要介護 1,2）については、全国平均を下

回っており、目標を達成しているが、重度

（要介護 3～5）は全国平均を上回ってお

り、今後、介護予防・重度化防止の取組み

を進めていく必要があることから「要努

力」と判断 
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２ 
指標名及び指標の説明 

計画策定時 

の現況 

現況 

（最新） 

2020(R2)年度、2025(R7)年度の目標値 現状の評価 
令和２年度以降の取組み 

2020年度 2025年度 目標値の考え方  施策の進捗状況（実績）、課題等 

 １－２ 在宅と施設のバランスのとれた介護サービスの充実 

富山型デイサービス（共

生型サービス）事業所数 

（設置数） 

126箇所 

(2016(H28)) 
132箇所 

（2019（R1)) 

200箇所 200箇所 全ての小学校区での整備を目

指す。  

・ 高齢者向けのデイサービス等から富山型

デイサービスへの転換を促進するなど、新

規開設による設置以外の増加を推進して

いるが、見込みより伸びが鈍化しているた

め、「要努力」と判断 

・ 「富山型デイサービス起業家育成講

座」の周知先を拡大するほか、オンライ

ン受講の導入など、新規開設への支援

に取り組む。 

・ 引き続き、富山型デイサービス職員

研修会を開催し、富山型デイサービスの質

の向上に努める。 

特別養護老人ホーム待機

者数 

（介護保険施設等以外から

の要介護３以上の申込者

で、介護支援専門員など第

三者が入所の必要性を認め

ている者の数） 

1,813人 

(2016(H28) .4) 
1,950人 

(2020(R2).4) 

 

減少させる ゼロを 

目指して 

減少させる 

介護予防の推進により、要介護

者の増加を極力抑えるとともに、

身近な地域での介護サービスの

普及など、施設と在宅のバランス

のとれた介護基盤の整備等によ

り、ゼロを目指して減少させる。 

 

・ 待機者数は減少傾向にあるが、引き続き、

介護予防を推進し要介護者の増加を抑制

するとともに、施設と在宅のバランスのと

れた介護サービス基盤の整備等が必要で

あることから、「要努力」と判断 
 
【待機者数の推移】 

 2013(H25) 2020(R2) 

待機者数 2,153人 1,950人 
 

・ 引き続き、介護予防を推進し、要介

護者の増加を抑制するとともに、在宅

と施設のバランスのとれた介護サービ

ス基盤の整備を進める。 

 

２ 介護との連携による在宅医療の推進 

訪問診療を行っている診

療所・病院数(人口 10 万

人当たり) 

（ＮＤＢ《厚労省レセプト情

報・特定健診等情報データベー

ス》で在宅患者訪問診療料を算

出している診療所・病院の数） 

26.0箇所 

(2015(H27)) 

 

26.2箇所 

（2018（H30)) 

増加させる 増加させる 訪問診療を行う診療所・病院

数の増加を目指す。 
 

・ 在宅医療を担う医師の増加が鈍化してい 

るものの、訪問診療を中心とした診療所が複数 

機関、開業していることや、総合病院による訪問 

診療の充実が図られていることから「達成可能」 

と判断 

・ 県在宅医療支援センター（富山県医師会に

委託）を拠点として、研修会や意見交換会の

実施により、在宅医療に取り組む医師の確保・

育成や在宅医療主治医の連携等を推進する。 

 

在宅医療を行う開業医グ

ループへの参加医師数 

 

203人 

(2016(H28)) 
205人 

（2020（R2)) 

増加させる 増加させる 在宅医療を行う開業医グルー

プに参加する医師数の増加を目

指す。 

 ・ 在宅医療支援センターが核となって在宅医療

に携わる医師等の取組みを紹介する講

演会を開催するなどの周知活動に取り

組んでおり、参加医師数が増加してい

ることから、「達成可能」と判断 

・ 引き続き、富山県医師会と連携し、

研修会等を通じて、在宅医療に取り組

む医師同士及び多職種連携を推進す

る。 

訪問看護の年間延べ利用

回数 

※医療保険分を含む。 

（人口 10万人当たり） 

23,493回 

(2015(H27)) 
36,326回 

（2019（R1)) 

34,000回 43,000回 訪問看護の利用見込増による

2012(H24)年度→2025(R7)年度

の伸び率を加味して設定した。 
 

・ 富山県訪問看護ネットワークセンター 

（富山県看護協会委託）において、訪問看護

の普及啓発や相談対応を実施するほか病院

看護師や介護支援専門員の訪問看護ステー

ションでの研修を行うなど、関係職種の訪

問看護の理解と連携強化を図った。 

・ 令和元年度から、圏域毎に「訪問看護サポートステ 

ーション」を設置し、個別ステーションからの相談支 

援や研修等を実施 

・ こうした取組みにより、利用回数が着実に増加し

ていることから「達成可能」と判断 

・ 引き続き、県訪問看護ネットワークセンター

を拠点に、訪問看護の普及啓発を行うともに、

訪問看護ステーションでの研修や「訪問看護サ

ポートステーション」による相談対応支援を行

うことで、連携強化を図り訪問看護を推進する。 

訪問看護ステーション設

置数 

（人口 10万人当たり） 

5.7事業所 

(2016(H28)) 
7.6事業所 

（2020（R2)) 

6.7事業所 7.9事業所 将 来 の 在 宅 医 療 見 込 み

（2025(R7)年の新たな在宅患者

約 1,800 人増加）に対応できる

ことを目指す。 

 ・ 訪問看護ステーションの新規開設に必要

な施設・整備を支援 

・ 今年度も５事業所が新たに開設するなど 

着実に増加した。 

・引き続き、訪問看護ステーション設備

整備への支援を行う。 
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在宅療養支援診療所数

(人口 10 万人当たり) 

（24 時間往診及び訪問看護

を提供できる体制を有し、

診療報酬上の届出を行って

いる診療所数） 

5.6事業所 

(2016(H28).3末) 
6.2事業所 

（2019（R1).3末) 

増加させる 増加させる 在宅療養支援診療所数の増加

を目指す。  

・ 富山県在宅医療支援センター（富山県医 

師会に委託）を核として、在宅医療に取組

む医師の実践研修や研修等を行うようにな

ったことにより、在宅医療に取組む医師の支

援が充実してきていることもあり、人口 10万

人当たりの在宅療養支援診療所数が増加し、

「達成可能」と判断 

 

・ 引き続き、富山県在宅医療支援セン

ター（富山県医師会に委託）により、

在宅医療に取り組む医師確保・育成や

在宅医療主治医の連携等を推進する。

【再掲】 

在宅療養支援病院数(人

口 10 万人当たり) 

（24 時間往診及び訪問看護

の提供と、緊急時に入院でき

る体制を有し、診療報酬上の

届出を行っている病院数） 

1.0事業所 

(2016(H28).3末) 
1.4事業所 

（2019（R1).3末) 

増加させる 増加させる 在宅療養支援病院数の増加を

目指す。 
 

・人口 10 万人当たりの在宅療養支援病院が

増加しており、「達成可能」と判断 

・ 引き続き、圏域毎の地域医療構想調

整会議等において協議していく。 

在宅療養支援歯科診療所

数(人口 10万人当たり) 

（患者の求めに応じて、迅

速な歯科訪問診療が可能な

体制を有し、診療報酬上の

届出を行っている歯科診療

所数） 

2.0事業所 

(2016(H28).3末) 
7.1事業所 

（2019（R1).12末) 

増加させる 増加させる 在宅療養支援歯科診療所数の

増加を目指す。  

・口腔機能（摂食、咀嚼、嚥下等）の低下な

どに対応できる歯科専門職を育成するほ

か、介護関係者との研修により連携を強化 

・研修等に参加した歯科医師が歯科訪問診療

を行うようになったことにより、在宅療養

支援歯科診療所数が増加したものと考え

られることから「達成可能」と判断 

・ 引き続き、歯科専門職や介護関係者

等との研修会を実施するとともに、

2020（R2）年度は新たに、オーラルフ

レイル・口腔機能低下症等に関する県

民公開講座を開催する。 

 

訪問薬剤指導実績のある

薬局数 

（県薬剤師会調査で、医療

保険、介護保険の訪問薬剤

指導の実績のある薬局数）） 

185薬局 

(2016(H28)) 
234薬局 

（2019（R01)) 

増加させる 増加させる 訪問薬剤指導の実績のある薬

局数の増加を目指す。  
・ 在宅医療に取り組む薬局の増加を目的と

した研修会等の開催を支援 

・ 患者情報共有による連携推進事業による

多職種･他機関との連携を推進 

・ こうした取組みにより、訪問薬剤指導実

績のある薬局数が着実に増加しているこ

とから、「達成可能」と判断 

 

・ 引き続き、多職種･他機関との連携を

推進する。 

退院調整実施率 

（要介護状態の患者の退院

時に、医療機関と介護支援

専門員《ケアマネジャー》に

おいて、在宅療養生活に向

けて医療・介護サービスの

調整が行われた割合） 

80.7% 

(2016(H28) ) 
87.1％ 

（2020（R2))  

88.0% 98.0% 医療と介護の連携を強化し、

2026(R8)年度までに退院調整が

必要な全ての患者の引継ぎが行

われることを目指す。 

 

・地域リハビリテーション広域支援センター 

及び厚生センター等において、高齢者の入退

院支援を行う医療・介護関係者等の多職種向

け研修会等を開催 

・ 高齢者の入退院時支援が円滑に行われる 

よう、介護支援専門員と病院等との連携促進

に有用な「入退院支援ルール」の運用に関す

る連絡会等を開催し連携促進に努めている。 

・ こうした取組みにより退院調整実施率が 

着実に増加していることから「達成可能」 

と判断 

 

・ 引き続き、入院初期から退院後の生

活を見据えた質の高い入退院支援の実

施と入退院調整ルールに基づく多職種

連携を推進する。 
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指標名及び指標の説明 
計画策定時 

の現況 

現況 

（最新） 

2020(R2)年度、2025(R7)年度の目標値 現状の評価 
令和２年度以降の取組み 

2020年度 2025年度 目標値の考え方  施策の進捗状況（実績）、課題等 

３ 認知症施策の推進 

認知症サポーター数 

（認知症に関する講座を受

講し、正しい知識と理解を

持ち、地域や職域で認知症

の人や家族に対して出来る

範囲での手助けをする人の

数） 

94,360人 

(2017(H29) .3末) 
136,516人 

（2020（R2).12末) 

120,000人 158,000人 ・ 受講者数は累計 

・ 新オレンジプランの目標

（2016(H28)年度末 880 万人 

→2020(R2 年)度末 1,200 万

人）の伸び率に準じ設定した。 

・ 市町村が主体となって講座

を開催するもの 

 

・ サポーターの育成を担うキャラバンメ

イトの養成に取り組んだ結果、各市町村で

積極的に養成講座が行われ、サポーター数

は着実に増加している。 

・ 養成されたサポーターの地域での活動

を促進するため、サポーターの積極的な活

動に向けた取組みを支援するための市町

村等職員等を対象とした研修会を実施し

た。 

 

 

・引き続きサポーターを中心とした地域

の支援体制の推進等を目的とした市町

村職員向け研修等を開催する。 

 

 

かかりつけ医認知症対応

力向上研修修了者数 

（かかりつけ医(診療科問

わず)として、必要で適切な

認知症診療の知識・技術な

どを修得する研修の受講者

数） 

 

 

304人 

(2016(H28)) 
361人 

（2020（R2)) 

430人 580人 ・ 受講者数は累計 

・ 研修会は、４回/年開催（県

医師会委託） 

・ 新オレンジプランの目標

（2016(H28)年度末 5万 3千人 

→2020(R2)年度末 7万 5千人）

の伸び率に準じ設定した。 

 

・ 令和２年度は、オンラインで年２回開催

し、６人が受講 

・ 近年、年間受講者数は想定数（50人/年）

を下回って推移していることから、「要努

力」と判断 

 

・ 委託先である県医師会と連携し、か

かりつけ医が集まる機会等で受講を呼

びかける。 

・ 引き続き、研修会を開催し、受講の

機会を設ける。 

認知症サポート医養成研

修修了者数 

（地域における認知症の人

を支えるために必要な介護

分野の知識、地域医師会・

地域包括支援センター等の

関係機関との連携づくり並

びに連携を推進するために

必要な知識・技術などを修

得する研修の受講者数） 

 

 

76人 

(2016(H28)) 
126人 

（2020（R2)) 

120人 160人 ・ 受講者数は累計 

・ 医師を国が実施する研修会

に派遣（県が受講料の一部を

負担）その他、自費で受講する

医師を含む。 

・ 新オレンジプランの目標

（2016(H28)年度末実績値 0.6

万人→2020(R2)年度末1万人）

の伸び率に準じ設定した。 

 

・ 国立長寿医療研究センターにおいて実

施する「認知症サポート医養成研修」（年

６回開催）がオンラインでの開催（年１回、

定員各都道府県４人まで）となり、令和２

年度は４人が受講 

・ フォローアップ研修を年１回開催 

 

・ 引き続き国の研修受講による認知症

サポート医の養成を行うとともに、フ

ォローアップ研修の開催等により認知

症の人への支援体制の充実・強化を図

る。 

認知症疾患医療センター

設置数 

（かかりつけ医と連携し、

そのバックアップを担うと

ともに、早期の的確な診断、

介護との連携を推進する医

療機関（認知症疾患センタ

ー）の数） 

 

 

4箇所 

(2017(H29).10月) 
4箇所 

（2020（R2)) 

4箇所 4箇所 ・ 医療圏ごとに１か所整備し

た箇所を維持する。 

 

 

・ 2017(H29)年 10 月に高岡医療圏に設置

したことで、4医療圏全てに設置 

・かかりつけ医や地域包括支援センター等

との連携により、診断後も安心した日常生

活を過ごせるよう支援を実施。 

・ 医療圏ごとに 1 箇所設置したセンタ

ーを維持 

・引き続き、かかりつけ医や地域包括支

援センターとの連携により、診断後も

安心した日常生活を過ごせるよう支援

を実施。 
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４ 

４ 高齢者の住まいの確保と安全安心なまちづくり 

高齢者が居住する住宅の

バリアフリー化率 

（65 歳以上の者が居住す

る住宅のうち、２ヶ所以上

の手すりの設置又は屋内の

段差解消に該当するものの

割合） 

46% 

(2013(H25)) 
47.5％ 

（2018（H30）） 

56% 72% ・ 国の住生活基本計画に基づ

き 、 県 の 目 標 値 を 75 ％

（2026(R8)年度）と定めてい

る。 

・ 現況の 46％（2013(H25)年

度 ） か ら 目 標 値 の 75 ％

（2026(R8)年度）に向けて、毎

年度同じ量ずつ比例的に増加

すると推定して、2020(R2)年

度と 2025(R7)年度の目標値を

設定した。 

 

バリアフリー化率は、2013(H25)年と比

較すると 2018（H30）年は 1.5%増（全国 3

位）となり、バリアフリー化率は

2013(H25)年（全国 5位）より着実に増加

している。「高齢者が住みよい住宅改善支

援事業費補助金」の利用実績もあるが、増

加率は 2008（H20）年から 2013（H25）年

の 6%と比べ減となっており、現時点では

2025(R7)年度の目標（72%）との乖離が大

きいことから「要努力」と判断 

 

 引き続き、啓発活動等の強化により、

2026（R8）年度に国に準じた目標値

（75%）を達成できることを目指す。 

成年後見制度の申立て件

数 

 

325件 

(2016(H28)) 
389件 

（2019（R1)) 

増加させる 増加させる ・ 制度の普及啓発等により、成

年後見制度の利用を必要とす

る人が、もれなく制度を利用

できることを目指す。 

 

・ 制度の利用促進に向け、高齢・障害それ

ぞれの分野で、市町村が実施する「市民後

見人養成研修」や「申立費用・後見人報酬

の助成」などに支援を行っており、令和元

年度から、中核機関の設置に向け、相談機

能の強化や地域ネットワーク構築等を推

進するための市町村職員等を対象とした

研修を実施 

・ こうした取組みにより、申立て件数は増

加しており、「達成可能」と判断 

・ 引き続き、市町村や関係団体と連携

を図り、研修を開催する等制度の普及

啓発や必要な支援に努める。 
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第３節 地域包括ケアシステムの深化・推進を支える体制づくり 

 

指標名及び指標の説明 計画策定時 

の現況 

現況 

（最新） 

2020(R2)年度、2025(R7)年度の目標値 現状の評価 

2020年度 2025年度 目標値の考え方 見通 施策の進捗状況 令和２年度以降の取組み 

１ 保健・福祉の人材養成と資質向上 

介護サービスにおける介

護職員数 

(介護サービス施設・事務所で

従事する介護職員の数（実数）） 

15,179人 

（2012(H24)） 

 16,740人 

（2015(H27)） 

17,858人 

（2018(Ｈ30)） 

20,000人 22,000人 保険者が見込んだ将来の介

護サービス利用者数に、介護

サービスごとの利用者 100 人

あたりの介護職員の配置率を

乗じて推計 

 ・ 若者の参入促進のため、新たに、高校への出

前講座において、介護ロボットを積極的に活

用するとともに、介護職への道を呼び掛ける

ポスターを制作。また、引き続き、中高年齢者

など多様な人材の参入を目的とした入門的研

修などを実施 

・ 潜在介護福祉士に対する復職前研修や就職

先とのマッチング等による再就職を支援 

・ 外国人介護人材を受け入れる介護事業所等

に対し、日本語や技術向上研修の開催を支援 

・ 福祉人材確保対策会議で検討された各種の

施策を着実に実施してきており、介護需要の

増加に伴い、職員数も増加している状況には

あるが、中高年齢層や子育てを終えた未就業

の女性等の人材の掘り起こしや、イメージア

ップ戦略等をこれまで以上に加速させ、更な

る就業促進に向けて努力していく必要がある

ため、「要努力」と判断 

・ 新たに、地域からの多様な介護人材

の参入を促進するモデル事業を実施す

る。 

・ 従来からの介護福祉士修学資金の貸

付に、新たに福祉系高校の学生を対象

に追加する。 

・ 他業種からの参入を促進するため、

新たに、他業種で働いていた方に対し

介護分野への就職準備金を貸付けると

ともに、介護事業所に対し、他産業分

野の未経験者の雇用訓練と研修受講経

費を支援する。 

・ 新たに、介護職員のための新型コロ

ナ感染症対策研修を開催する。 

・ 引き続き、若者等への介護の魅力Ｐ

Ｒや就労支援、職員の職場定着や職場

環境の改善等の各種施策に取り組む。 

訪問介護員数 

（介護員養成研修修了者数） 

25,441人 

（2016(Ｈ28)） 
26,748人 

（2019（R1）） 

28,416人 32,654人 2015(H27)年度の介護員養

成研修修了者数(24,927 人)

に、需要による介護職員数推

計の伸び率を乗じて目標値を

設定 

 ・ 訪問介護職員の確保を図るため、ホ 

ームヘルパー協議会とともに、県内高 

校等への出前講座を実施 

・ 目標を達成するには、今後も、訪問介護への

就労促進に向けて努力していく必要があるた

め、「要努力」と判断 

・  介護職員初任者研修のほか、

2019(R1)年度に創設された生活援助従

事者研修制度の周知に努める。 

訪問看護ステーションに

従事する看護師数（人口

10万人当たり） 

23.2人 

(2015(H27)) 
36.4人 

（2019(R1)） 

増加 増加 ・ 訪問看護ステーションで

勤務する看護師数の増加を

目指す。 

 ・ 訪問看護職員の確保・定着に向け、トライア

ル雇用やテレワーク型訪問看護、ICTの活用支

援等により訪問看護の働き方改革・業務改善

を推進するとともに、圏域ごとに設置した「訪

問看護サポートステーション」による研修や

相談対応に係る支援を行った。 

・ また、訪問看護師等の安全確保と離職防止の

ための在宅ハラスメント対策研修等を開催 

・こうした取組みにより、訪問看護ステーションに従

事する看護師数は増加しており、「達成可能」と判断 

・ 引き続き、訪問看護職員の確保・定

着に向け、訪問看護の働き方改革、業

務改善を推進するとともに、訪問看護

サポートステーションによる相談対応

支援等に取り組む。 
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介護支援専門員の登録者

数 

3,723人 

(2016(H28)) 
3,303人 

（2019(R1)） 

4,040人 4,484人  2016(H28)年度時点では、

介護支援専門員１人当た

り、16名を担当しているこ

とになるため、2020(R2)年

度、2025(R7)年度の要介護

認定者数の推計値をもと

に、この水準を維持するた

めに必要な介護支援専門員

数を計画上位置づけるもの 

 ・ 2017(H29)年度に 100名以上の登録者数の増加

があったが、2018(H30)年度から受験要件が厳格

化され、出願者数及び合格者数が大幅に減少 

 H29 H30 R1 R2 

出願者数 1,254 523 532 513 

合格者数 232 44 97 88 

 

・ これに伴い、登録者数が減少したことから

「要努力」と判断 

・ 介護支援専門員になるには、介護福

祉士等の法定資格及び実務経験が必要

であり、引き続き、介護人材の確保に

向けた取組みを進める。 

・ 「がんばる介護事業所表彰」等を通

じて、介護の仕事の魅力をＰＲする。 

・ 居宅介護支援事業所への経営支援セミ

ナー等の開催を通じて、質の高いケアマ

ネジメントの提供や経営安定化を図る。 

介護福祉士養成校の定員

充足率 

49.4％ 

(2017(H29)) 
50.6% 

（2020(R2)） 

増加させる 増加させる ・ 少子化がますます進行し

ていく状況下で、現況以上

の入学者の確保を目指す。 

 ・ 高校生への出前講座（介護ロボット活用を含む）

やバスツアーの実施、介護の魅力ＰＲ冊子の作成・

配付に加え、高校生のインターンシップや中・高校

生向けタブロイド情報誌に介護の仕事の魅力をＰ

Ｒする記事を掲載するなど、介護人材確保の取組み

を進め、2019(R1)年度は県内の介護福祉士養成校の

入学者数は増加した。2020(R2)年度は高校からの進

学者数は増加したものの、新型コロナウイルス感染

症の影響で外国人留学生が大きく減少した。 

・ 引き続き、若者向けのイメージアップや参入

促進が必要であるため、「要努力」と判断 

・ 新たに介護福祉士養成校の PR 強化を支

援するほか、カリキュラムを特色あるもの

とするため、地域からの多様な介護人材の

参入を促進するモデル事業を実施する。 

・ 学校での最新介護ロボットを用いた

体験イベントを実施し、若手介護人材

の確保に繋げる。 

・ 介護職への道を呼び掛けるポスターを制作

し、学校や介護事業所等に掲示を依頼する。 

・ 引き続き、高校生のインターンシップや介

護の魅力ＰＲ冊子の作成・配付等を実施する。 

２ サービスや制度運営の質の向上 

「ケアプラン点検」に関

する研修実施回数 

（介護給付適正化事業とし

て保険者が行う「ケアプラ

ン点検」の具体的な方法等

に関する研修会を実施した

回数） 

― 
０回 

（2020（R2)) 

1回 1回 ・ 年度の後半に研修を実施

する。 

 ・ 令和２年度については、新型コロナウイルス

感染症の流行を踏まえ、ケアプラン点検の実

施方法等に関する研修会は開催しなかった。 

・ ただし、これまでに研修及び事前勉強会に参加した

主任ケアマネジャーに、ケアプラン点検を支援するア

ドバイザーとして各保険者に派遣する事業を実施した

結果、全保険者でケアプラン点検を実施するに至った。 

・ 令和２年度はイレギュラーであることを鑑み、今後

研修の開催を実施することから、「達成可能」と判断 

・ 令和３年度以降も、研修、事前勉強

会及びケアプラン点検アドバイザー派

遣事業を実施予定 

・ 当初の目的である全保険者での実施

となったことから、今後は点検数の増

加や個別サービスに着目した点検を目

指す。 

「医療情報の突合」・「縦覧点

検」に関する研修実施回数 

（介護給付適正化事業とし

て保険者が行う「医療情報

の突合」及び「縦覧点検」

の具体的な方法等に関する

研修会を実施した回数） 

― 
１回 

（2020（R2)) 

1回 1回 ・ 年度の後半に研修を実施

する。 

 ・ 2020(R2)年 10 月 27 日に、国保連合会職員

と共催で、適正化業務担当者研修会を開催 

・ 「医療情報との突合」「縦覧点検」について、

帳票の見方を講義や演習を通して学んだ 

・ 保険者担当者の人事異動等を考慮

し、令和３年度は年度前半に開催する。 

 

介護ロボットの普及促進

のための展示会・施設見

学会等の開催数 

（介護ロボットの導入により

職場環境改善を促進するため、

介護事業者を対象に、介護ロボ

ットの展示会や体験会、施設見

学会等を実施した回数） 

1回 

(2016(H28) ) 
１回 

2回 2回 ・ 現在、介護ロボット導入を

支援した施設を訪問する見

学会を年１回開催している。 

・ これに加え、介護ロボッ

トの展示会や体験会等を開

催し、介護ロボット導入に

よる職場環境改善の機運醸

成を図るもの 

 ・ 今後も、展示会等を通じて、介護ロボットの

普及啓発・認知度向上を図ることとしている

ことから、「達成可能」と判断 

・ 2021(R3)年度も介護ロボット機器の

展示会を開催するとともに、介護ロボ

ットの普及・促進を図る。 
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